
　当健保組合では、大腸がん・子宮頸
がん検査を実施しています。受検料は
無料ですので、対象のみなさんの積極
的な活用をお願いします。

　30歳以上の被保険者・被扶養者であ
る妻の方で、検査を希望する方。

　平成26年 9月 30日（火）消印有効
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医療費の状況　（平成 26年 5月分）
平成 26年 平成 25 年 増減率

（％）5 月分（千円） 構成割合（％） 5 月分（千円） 構成割合（％）
医療費総額 98,200 100.0 86,192 100.0 13.9

内
訳

入院 30,654 31.2 23,282 27.0 31.7
外来 39,936 40.7 37,106 43.0 7.6
歯科 10,722 10.9 9,569 11.1 12.0
調剤 16,389 16.7 15,760 18.3 4.0
入院時食事 499 0.5 475 0.6 5.1
訪問看護 0 0.0 0 0.0 ─
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平成26年5月（人）平成25年5月（人）増減（人） 増減率（％）
被保険者数 6,043 6,115 ▲ 72 ▲ 1.2
被扶養者数 4,917 5,092 ▲ 175 ▲ 3.4

平成26年5月分の
医療費の割合

平成26年5月分
前期高齢者該当者 142 人
前期高齢者医療費 2,585千円

　JTB、日本旅行、近畿日本ツーリストが提携している
宿泊施設を利用する場合、宿泊費用の補助が受けられま
す。補助の対象となるのは、被保険者と被扶養者（小学
生以上）で、補助額は１人１泊 3,000 円（１回の旅行に
つき２泊まで、年度内に２回まで）です。
※国内旅行に限ります。

①利用希望者は旅行会社へ予約を入れ、『契約保養所シ
ステム（Ａ方式）利用申込書』を事業所に請求する。
②『契約保養所システム（Ａ方式）利用申込書』に必要
事項を記入し、当健保組合に提出。
③当健保組合が申し込みを受理したら、『契約保養所シ
ステム（Ａ方式）利用申込書』を事業所宛に返送します。
④『契約保養所システム（Ａ方式）利用申込書』を予約
申し込み旅行会社に提出し、補助金額を差し引いた額
を支払い、クーポン券を受け取ってください。
※利用の変更･取り消しの場合、旅行会社の規定により取
消料･手数料を支払う必要が生じることもあります。

※施設についての詳細は、旅行会社にお問い合わせくだ
さい。
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